
EditNet 相続に伴う解約・承継利用手続のご案内 
 

 

※ご確認ください※ 

弊社は「EditNet株式会社」，サービス名は「EditNet」です． 

他社サービスをご利用と思われる方の解約通知書が多数届き，困っております． 

ご契約先会社名をご確認の上，他社サービスに関する書類を弊社に送らないようにしてください． 

※弊社はヤフーBB，ODNとは関係がありません． 

 

 

相続に伴うご解約・承継利用のお手続きにつきましては，説明をよくお読みの上お間違いのないようお手続きくださ

い． 

※このファイルは，このページを含めて 3ページあります． 

 

・ご記入いただく書類は，以下をご覧ください． 

相続に伴い契約を解約される場合 →2ページ目の「相続に伴う解約通知書・承継利用申込

書(H1)」に記入し，郵送してください． 

3ページ目の「承継利用申込書(H2)」に記入する必要は

ありません． 

相続に伴い相続人に名義を変更し，引き続き利用される

場合 

→2ページ目の「相続に伴う解約通知書・承継利用申込

書(H1)」と 3 ページ目の「承継利用申込書(H3)」の両方

に記入し，郵送してください． 

 

※自動引落の預金口座を変更される場合は，預金口座振

替依頼書が別途必要です．弊社 webページでは「お支払

方法の変更」の項でダウンロードできますが，ご不明の

点はお尋ねください． 

 

 

・最初の段階では，弊社の書式のみお送りください．弊社で内容を確認後，その他の必要書類がある場合はご連絡をさ

せていただきます．（お手続きの内容などに応じ，戸籍事項証明書などをご用意いただく場合があります．） 

 

 

 

 

・解約通知書等の書面は，右の住所にお送りください． 

 （切り取って封筒に貼っていただいてもかまいません．） 

 

・郵送でお送りください．ファクス等ではお取扱いできません． 

 

・郵送に必要な切手はお客さまにてご用意ください．料金不足等

で弊社に届かなかった場合の責任は負いかねます． 

 

 

 

 

 

 

・解約の場合は手続終了後 10日程度で「解約承り書」を郵送します． 

届かない場合は support@edit.ne.jp あてにお問い合わせください． 

 

・承継利用の場合は手続終了後，電子メールまたは郵送でご連絡をさせていただきます． 
 

 

 

  

 

 １５８－００９６ 

 

 世田谷区玉川台１－１－３ 

 

 EditNet株式会社 用賀事業所 

 

 EditNetカスタマサービスセンタ 御中 

 

 



相続に伴う解約通知書・承継利用申込書(H1) 
IP ルーティングサービス提供約款の規定および法令ならびにそれらの趣旨にもとづき，以下のとおり解約を通知し，ま

たは承継利用を申し込みます． EditNet株式会社あて 

 

１欄（どなたも記入） 

お申出日 20   年   月   日 

ご契約者お名前 

（被相続人） 

 

 

 

（相続発生の日 20   年   月   日） 

相続人お名前(自署) 

（相続人代表者） 

 

 

（被相続人からみた続柄      ） 

他の相続人の有無 □私のほかに相続人はいません． 

□遺産分割協議または他の相続人の同意により，御社との契約につい

て私が承継することが決まりました． 

ご連絡先 （電話） 

 

（電子メール） 

 

ご住所 

（相続人のご住所） 

（〒        ） 

 

 

契約の扱いについて □受付の 14日後に解約します． 

□14日以上先の指定日に解約します．（20  年  月  日） 

□相続人が引き続き利用します． 

 

Ｈ１－２欄（ログイン IDなどがわかる場合に，どれか 1つ記入） 

□ログイン ID 

□カスタマナンバ（お客さま番号） 

□EditNet が割り当てたメールアド

レス 

 

 

 

Ｈ１－３欄（ログイン IDなどがわからない場合に，両方の欄に記入） 

お届けの電話番号 または 連絡先

としてお届けのメールアドレス 

 

お届けの生年月日 
※法人の場合など，届出がない場合は空欄可 

 

１９・２０    年   月   日 

 

 

Ｈ１－４欄 お支払い情報（契約情報がわからない場合，料金情報から契約を検索するため以下の内容をお伺いします．） 

弊社にお届けのお支払い方法・請求先 

 
※クレジットカードの利用明細書，銀行の通帳

などで，弊社の明細が記入されていることを確

認のうえご記入ください． 

 

※右記の情報は検索のために使用します．（弊

社のデータベースに記録しません．） 

 

 

□クレジットカード 

カード番号 
                

グレイ地の欄は空欄でかまいません．ただし契約を特定できなかった

場合はお伺いすることがありますので，あらかじめご了承ください． 

□預金口座振替（通帳からの引き落とし） 

 口座名義（カタカナ）                

（一般銀行）        銀行          支店 

 普通・当座  口座番号         番 

 

 （ゆうちょ銀行） １      ０－        １ 

最近の引き落とし・請求について 

※通帳やカードのご利用明細を 

見てご記入ください 

最近の引落日（カードの場合は「ご利用日」），金額 

 

      年    月   日 金額        円 

                   ↓ 

・解約を希望される場合は，この書面を 1 ページ記載の住所まで郵送してください．ファクス，メール添付では受け

付けられません．手続きが済みましたら解約承り書をお送りしますので，届かない場合はご連絡ください． 

・未精算の料金やお預かり中の保証金がある場合は，法律に基づき相続人にお支払いいただき，またはお返しするこ

ととなります．（相続人の全員が相続放棄されている場合は，お手数ですがお申し出ください．） 

・承継利用を希望される場合は，次のページ(Ｈ２)にも記入してください． 

亡くなられた契約者のお名前を

ご記入ください． 

「相続発生の日」は亡くなられ

た日をご記入ください． 

（失踪宣告，官署認定の場合

は，亡くなられたとみなされる

日をご記入ください．） 

お届出住所と異なる記載がある場

合は，お届けの住所に 1通，ご記

入の送付先に 1通，解約承り書を

お送りします．（お届けのご住所

にお送りする書面のみ，ログイン

IDを表示します．） 

提供約款に基づき 14日前の解約予

告が必要です．日付を指定の場合

で，14日間に足りない場合は 14

日後とみなします． 

埋められない場合 

どちらか一方でも埋められない場合 

どれか 1つでも 

記入できた場合 

両方とも 

記入できた場合 



承継利用申込書(H2) 
（解約通知書・承継利用申込書(H1)からの続き） 

※利用を承継される場合のみお送りください．解約を希望される場合は，このページは不要です． 

 

Ｈ２－５欄 （新名義人についてご記入ください．） 

新しく名義人となる方 

のお名前 

 

（漢字等） 

 

（ローマ字） 

生年月日  

１９・２０    年    月    日 

ご住所，電話番号， 

連絡先電子メールアド

レス等 

□Ｈ１－１欄に記入したとおり 

□以下に記載するとおり（記載のない項目は，Ｈ１－１欄に記載のとおり） 

 

 

 

料金支払方法 □相続人のクレジットカードで支払います．（VISAか Masterのマークがついたカード） 

 

 カード番号     -    -    -      

 

 有効期限(カード刻印のとおり)  月／  年 名義人氏名                 

□相続人の預金口座から預金口座振替（自動引落）にて支払います． 

→別途書類必要（預金口座振替依頼書） 

□現在預金口座振替を利用しており，引落口座を同じ口座番号のまま相続したため，口座名

義人だけを変更します． 

   （新名義人氏名 カタカナ）                 

メールアカウントの取

り扱い 

□メールアカウント（メールアドレス）は利用終了します． 

 （手続き完了後，オンラインで新名義人が新しいアカウントを設定することができます．） 

 

□被相続人のメールアカウント（メールアドレス）を引き続き利用します． 

 →メールの内容などは被相続人のプライバシーにあたるため，原則としてメールアカウ

ントは引き継げません．ただし，相続人が引き続き利用する正当な理由がある場合は，事情

をお伺いしたうえ承継を承認することがあります． 

（承継利用が必要な理由） 

 □メールアカウントは被相続人の事業のために利用していたところ，その事業を相続に

より承継した相続人が，その事業のため（顧客や取引先との連絡等）に利用する必要がある． 

 □その他（具体的にご記入ください） 

 

 

 

web アカウントの取り

扱い 

□webアカウントは利用終了します． 

 （手続き完了後，オンラインで新名義人が新しいアカウントを設定することができます．） 

 

□被相続人の webアカウントを引き続き利用します． 

 →webページの内容などは被相続人のプライバシーにあたる場合があるため，原則として

webサイトは引き継げません．ただし，相続人が引き続き利用する正当な理由がある場合は，

事情をお伺いしたうえ承継を承認することがあります． 

（承継利用が必要な理由） 

 □webアカウントは被相続人の事業のために利用していたところ，その事業を相続により

承継した相続人が，その事業のために引き続き webサイトを開設する必要がある． 

 □その他（具体的にご記入ください） 

 

 

 

 

 

 

 


